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本研修会は、法定団体である⼀般社団法⼈⼤分県建築⼠事務所協会及び⼀般社団法⼈⽇本建築⼠事務

所協会連合会が、建築⼠法第 27 条の２第 7 項、並びに⼤分県の定める「建築⼠等を対象とする講習の
指定に関する要綱第 2 条の規定」に基づき、開設者及び管理建築⼠等の資質の向上を図る⽬的として実
施するものです。 
 また、令和 5 年 1 ⽉からの建築⼠事務所登録（更新）申請の際には、新たに本講習の「修了証の写し」
が添付書類になります。 
  
⽇  時 令和 5 年 2 ⽉ 17 ⽇（⾦）9︓25〜16︓15（受付 9︓00〜） 
受  付 令和 5 年 1 ⽉ 13 ⽇（⾦）〜 令和 5 年 2 ⽉ 8 ⽇（⽔） 
会  場 ⼤分職業訓練センター（⼤分市⼤字下宗⽅ 1035-1） 
定  員 ４２名（定員に達した場合は、締め切らせていただきます。） 

※新型コロナウイルス感染症対策として、収容⼈数の半分以下にして実施します。 
受講対象者 ⼤分県内に建築⼠事務所を開設する次の開設者及び管理建築⼠ 

令和 5 年 1 ⽉ 1 ⽇〜令和 6 年 3 ⽉ 31 ⽇（事務所登録を更新する建築⼠事務所） 
※昨年度受講されなかった⽅からのお問い合せが多かったため、今年度に限り再度ご案内
いたします。 

受 講 料 （⼀社）⼤分県建築⼠事務所協会 会員（管理建築⼠を含む）１３，０００円（税込） 
上記以外の建築⼠事務所             １６，０００円（税込） 

申込⽅法 ＷＥＢ申込 → https://njr.payhub.jp/halls/2773 
      ※受付確認後「受講券」をメールで送付いたしますので、印刷して当⽇ご持参ください。 
      申込時に銀⾏振込の領収書等（PDF）が必要になりますので、事前に受講料を振込いただ

くようになります。なお、定員に達し受講出来ない場合には返⾦させていただきます。 
振 込 先 ⼤分銀⾏ 本店営業部 普通 ７５９０４３６ 

   （⼀社）⼤分県建築⼠事務所協会 代表理事 仲摩和雄 
※振込⼿数料は受講者負担でお願いいたします。 

Ｃ Ｐ Ｄ 建築ＣＰＤ情報提供制度の認定プラグラム ５単位 
そ の 他 研修会の受講者に「受講証明書」を交付いたします。 

当⽇⽋席された場合、受講料の返却は⾏いません。後⽇テキストを送付いたします。 
 
※ 本研修会は、法定講習（建築⼠法第 22 条の２に基づく「建築⼠定期講習」及び同法第 24 条第 2 項

に基づく「管理建築⼠講習」）ではありません。 
 
お問合せ先  （⼀社）⼤分県建築⼠事務所協会  〒870-0016 ⼤分市新川町 2 丁⽬ 4 番 48 号 

ＴＥＬ 097-537-7600 ＦＡＸ 097-537-7695        

開設者・管理建築士

『建築士事務所の管理研修会』

建築士法第 27 条の 2 第 7 項に基づく

の た め の


